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　事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業
場所及び生産完了検査場所

4,500

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条

素　　材

請負金額

等内訳書

（うち取引に係る消
費税及び地方消費税

㎥

】）翌債

　　並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額
　　に110分の10を乗じて得た額である。

第38条
第40条

× 公共工事履行保証証券による保証

契 約 締 結 日 の 翌 日
令 和 年 月 日

× 契約保証金の納付 第４条第１項第１号

品　名 品質規格 数　量 引渡予定場所 引渡予定月日

選択条項

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品

森林環境保全

間伐【活用型
鈴山37外保育

ス ギ 外

（案３）

－

　　 分の 　以内 第35条第１項
× 中間前金払 第35条第４項

× 国庫債務負担行為に係る契約の特則

× 前金払

×

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

○ 部分払

× 支給材料及び貸与品 第15条

整備事業（成

  月 １ 回 以 内

第４条第１項第４号

×

適用削除の区分 選択事項 選択条項

契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第４条第１項第２号
× 銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

　（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）
　別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

穴郡久万高

林37林班い
5小班外17

成鈴山国有

森林環境保全整備事業請負契約書（案）

請負
予定
単価

請　　負
予定数量

生産完了
検査場所

事業名 請負物件 契約面積 請負予定金額 事業場所

事業期間

生産資材

のとおり

原町直瀬

の額　　　　　円也）

　　　　　　円也 
山　　元

最　　終

愛媛県上浮

　　　請負予定金額欄の（　）部分は、請負者が課税事業者である場合に使用する。



５

氏名

における被害の未然防止に努めなければならない。

特約事項

発注者

印

請負者

住所 愛媛県松山市朝美二丁目６番32号

本契約書並びに 令 和 年 月 日 に交付した 国有林野事業製品生産請負事業請負

（２）請負者は、林道端、流出のおそれのある箇所、法令で制限される箇所等に集積さ

（１）請負者は、森林作業道により素材の搬出作業を行う場合は、請負者の責において

住所

れた末木、枝条等の処理にあっては、山元へ逆送する等して、事業実行上、支障の

愛媛森林管理署長 山 口 正 浩
分任支出負担行為担当官　　　　　　 

ない場所へ移動しなければならない。

代表者
請負者 □□□□□□共同事業体

住所

構成員 住所
氏名

［注］請負者が共同事業体を結成している場合

印

氏名

令 和 年 月 日

により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
　本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

　上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

契約約款、製品生産事業請負標準仕様書及び四国森林管理局製品生産事業請負仕様書に
よって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書

適宜、当該森林作業道の水切り処理を行い、異常気象等による森林作業道及び林地

印



合　　計
ス ギ 14.93 5,188 3,106.18

計 53.70 22,315 7,441.92
ヒ ノ キ 38.77 17,127 4,335.74

38わ4 38
ス ギ 0.00 0 0.00

計 0.99 399 71.79
38わ5 38

ス ギ 0.00 0 0.00 0.00 0
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 0.99 399

計 0.74 399 72.58

計 4.58 2,409 385.90
0.00 0

71.79 0.18 31

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 4.58 2,409 385.90 0.16 30

0.52 156 77.48 0.50 32

0.00 0

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 0.74 399 72.58 0.18 31

38は3 72
ス ギ 0.79 280 198.90

38わ1 40
ス ギ 0.00 0 0.00

38い51 47
ス ギ 0.49 120 108.80

0.71 32
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ

1.28 40
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 2.55 512

計 1.31 436 276.38

計 5.98 1,028 986.04

0

325.77 0.64 3438は2 80
ス ギ 3.43 516 660.27

38ろ 37
ス ギ 0.00 0 0.00

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 1.58 716 117.73 0.16 31
計 1.58 716 117.73

計 0.99 377 176.58
0.00

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 0.50 257 67.78 0.26 29
0.91 30

38い3 49
ス ギ 0.00 0 0.00

38い5 47
ス ギ 2.16 540 479.52

4.93 2,462 668.04
計 7.09 3,002 1,147.56

計 3.16 1,265 554.43

0.27 29

38い4 45
ス ギ 1.19 480 267.76

0.89 30
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ

0.56 31
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 1.97 785

計 3.17 1,741 460.46

計 2.04 1,126 413.12
0.00 0

286.67 0.37 31

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 0.39 180 45.16 0.25 31

0.00 0 0.00 0.00 0

0.39 31

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 3.17 1,741 460.46 0.26 29

38い1 50
ス ギ 1.65 781 399.75

38い2 50
ス ギ 1.65 946 367.96

0.51 32
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ

0.00 0
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 3.21 1,564

計 1.65 781 399.75

計 3.21 1,564 330.63
330.63 0.21 3037ろ5 38

ス ギ 0.00 0 0.00

37ろ4 42
ス ギ 0.16 36 16.08

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 2.91 1,166 299.75 0.26 30
計 3.07 1,202 315.83

計 3.47 1,690 357.42
0.45 26

37い8 43
ス ギ 0.00 0 0.00 0.00 0

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 3.47 1,690 357.42 0.21 30

3.83 1,487 429.44 0.29 30
計 4.78 1,894 562.70

37い7 49
ス ギ 0.95 407 133.26 0.33 30

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ

生産資材等内訳書

＜伐倒対象資材：立木＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

立　木本　数

0.44 33
保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 0.00 0 0.00 0.00 0

保育間伐【活用型】ヒ ノ キ 3.43
計

備　　　考単材積伐採率
（ha） （本） （㎥） （㎥）（％）

37い6 51
ス ギ 2.46 1,082 473.88

計 2.46 1,082 473.88

37い5 51
ス ギ 0.00 0 0.00 0

1,204 339.14 0.28 33
3.43 1,204 339.14

0.00



1,890

0
計 57.21 26,986

0.30 78 24.34
合　　計

ス ギ 15.68 6,173 3,617.12

8,891.44 4,500

ヒ ノ キ 41.23 20,735 5,249.98 2,610
そ の 他

37い5
外17(道)

－

ス ギ 0.75 985 510.94

そ の 他 0.30 78 24.34

250
 森林作業道ヒ ノ キ 2.46 3,608 914.24 450

0  　　作設支障木
計 3.51 4,671 1,449.52 700

38わ5 38
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.99 399 71.79 40
計 0.99 399 71.79 40

38わ4 38
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.74 399 72.58 40
計 0.74 399 72.58 40

38わ1 40
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 4.58 2,409 385.90 200
計 4.58 2,409 385.90 200

38は3 72
ス ギ 0.79 280 198.90 110

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.52 156 77.48 40
計 1.31 436 276.38 150

38は2 80
ス ギ 3.43 516 660.27 330

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 2.55 512 325.77 160
計 5.98 1,028 986.04 490

38ろ 37
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 1.58 716 117.73 60
計 1.58 716 117.73 60

38い51 47
ス ギ 0.49 120 108.80 60

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.50 257 67.78 30
計 0.99 377 176.58 90

38い5 47
ス ギ 2.16 540 479.52 260

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 4.93 2,462 668.04 330
計 7.09 3,002 1,147.56 590

38い4 45
ス ギ 1.19 480 267.76 140

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 1.97 785 286.67 140
計 3.16 1,265 554.43 280

38い3 49
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 3.17 1,741 460.46 230
計 3.17 1,741 460.46 230

38い2 50
ス ギ 1.65 946 367.96 190

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.39 180 45.16 20
計 2.04 1,126 413.12 210

38い1 50
ス ギ 1.65 781 399.75 210

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.00 0 0.00 0
計 1.65 781 399.75 210

37ろ5 38
ス ギ 0.00 0 0.00 0

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 3.21 1,564 330.63 160
計 3.21 1,564 330.63 160

計 3.47 1,690 357.42 180

0
胸高直径12cm上

37ろ4 42
ス ギ 0.16 36 16.08 10

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 2.91 1,166 299.75 150
計 3.07 1,202 315.83 160

0.00

37い6 51
ス ギ 2.46 1,082

ヒ ノ キ 3.47 1,690 357.42 18037い8 43
ス ギ 0.00 0

3.43

37い7 49
ス ギ 0.95 407 133.26

280

70
胸高直径12cm上ヒ ノ キ 3.83 1,487 429.44 210

473.88 260

計 4.78 1,894 562.70

胸高直径12cm上ヒ ノ キ 0.00 0 0.00 0
計 2.46 1,082 473.88 260

1,204 339.14 170
170計 3.43

＜集材対象資材：立木（請負予定数量：素材）＞

林 小 班 林齢 樹　種
面　積 本　数 立木材積

請　　負
備　　　考予定数量

（ha） （本） （㎥） （㎥）

37い5 51
ス ギ 0.00 0

1,204 339.14

0.00 0
胸高直径12cm上ヒ ノ キ
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㎥ 400

㎥ 4,000

（生産完了検査場所別数量内訳）

【愛媛県上浮穴郡久万高原町の民間市場】
トラック運材２

山元積込・最終積込の計

【久万土場】
トラック運材１

※各生産完了検査場所別請負予定数量は、発注者の指示により変動することがある。

合　　　　　　　計 4,500

㎥ 500

㎥ 3,000 産 物 販 売 委 託

一 般 競 争 入 札 等

最　　　　終

最　　　　終

山　　　　元

㎥ 1,000 製品システム販売最　終

山　元

山　元

生産完了検査場所 単位

林

外

作

業

平均運材距離 14.3

平均運材距離 15.8

備　　　　　考
( 販　売　方　法 )

※平均運材距離は、片道の距離である。

山元・最終積込

㎥ 600

生産完了地点
生産完了検査場所別
請 負 予 定 数 量

28

作業工程等別数量

㎥ 8,891

10ｔトラック

10ｔトラック

作業工程等内訳書

作　業　工　程　等 単位 備　　　　　考

数量は、立木材積
※小数以下は四捨五入

全 木 伐 倒

林

内

作

業

集 造 材

山 元 巻 立

施設等維持修繕
（ 0.45 ㎥ ）

機 械 使 用

㎥ 500

作 業 方 式

人 機 併 用

㎥ 4,500 数量は、請負予定数量

ｈ



 
 

 

 

特記仕様書 

 
１ 発注者は、事業の完了に当たって、設計図書及び四国森林管理局が定める製品

生産事業請負監督・検査要領の検査基準に適合していると認めたときは、合格と

判定する。 
 
２ 請負者は、提出した技術提案書（別紙）の評価項目事項を確実に履行しなけれ

ばならない。 
なお、発注者は、請負者の責めに帰すべき事由により技術提案に不履行がある

と認めたときは、請負金額の減額又は損害賠償請求を行うことがあるほか、技術

提案の履行状況が評価した水準に満たないと認めたときは、請負事業成績評定の

採点において評価項目ごとに３点を減ずるものとする。 
 
３ 請負者は、発注者が国有林材の供給調整を行う必要があると認めたときは、国

有林材の供給の時期及び数量の調整に関して、可能な範囲で発注者に協力するよ

う努めるものとする。 
  


